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2006.12.192006.12.192006.12.192006.12.19 副総長副総長副総長副総長・・・・教学担当常務理事交渉報告教学担当常務理事交渉報告教学担当常務理事交渉報告教学担当常務理事交渉報告    

    

◆◆◆◆12121212 月月月月 19191919 日日日日にににに副総長副総長副総長副総長・・・・教学担当常務理事交渉開催教学担当常務理事交渉開催教学担当常務理事交渉開催教学担当常務理事交渉開催！！！！！！！！    
◆◆◆◆われわれはわれわれはわれわれはわれわれは、、、、1111 月中月中月中月中にににに制限制限制限制限なきなきなきなき業務協議会開催業務協議会開催業務協議会開催業務協議会開催をををを引続引続引続引続きききき求求求求

めるめるめるめる！！！！（（（（早早早早くくくく日程日程日程日程をををを明明明明らかにせよらかにせよらかにせよらかにせよ！）！）！）！）    
◆◆◆◆現場現場現場現場のののの教職員教職員教職員教職員のののの奮闘奮闘奮闘奮闘なしになしになしになしに学園創造学園創造学園創造学園創造はははは語語語語れないれないれないれない！！！！    
◆◆◆◆現場現場現場現場のののの教職員教職員教職員教職員のののの奮闘奮闘奮闘奮闘にににに答答答答えるえるえるえる処遇問題処遇問題処遇問題処遇問題とりわけとりわけとりわけとりわけ一時金一時金一時金一時金につにつにつにつ

いていていていて誠意誠意誠意誠意あるあるあるある回答回答回答回答をををを示示示示せせせせ！！！！    
◆◆◆◆理事会理事会理事会理事会にににに賃金賃金賃金賃金・・・・労働諸条件改善労働諸条件改善労働諸条件改善労働諸条件改善をををを認認認認めめめめさせるためさせるためさせるためさせるため、、、、今今今今こそこそこそこそ

全組合員全組合員全組合員全組合員がががが職場討議職場討議職場討議職場討議をををを強強強強めめめめ一致団結一致団結一致団結一致団結しようしようしようしよう！！！！    
    
 

12 月 19 日（火）副総長・教学担当常務理事交渉が開催されました。この交渉は、組合が早期に業務

協議会の開催を求めている中で、教育研究課題を中心に論点を明らかにし、そのことを通じて現場の教職

員の奮闘を理事会に認識させ、業務協議会の 1月開催へつなげていくための重要な交渉となりました。  

12 月 15 日（金）の拡大事務折衝において「副総長・教学担当常務理事交渉で課題が煮詰まることを

条件として、1月中に業務協議会開催に向けて準備に入ることを約束する」との回答を副総長から得まし

たが、これに対しては、業務協議会の開催に条件をつけたことや日程が明確になっているわけではないこ

とから、やはり団交・ストライキを実施すべきとの現場の声もありました。その中で組合は、12 月 18

日（月）に新現職場委員・執行委員合同会議を開催し、激論の末、今次春闘から業務協議会開催を中心課

題に据えて戦ってきた意味を確認しつつ、理事会に対する現場の不信・不満が渦巻いていることを確認し、

副総長・教務担当常務理事交渉に臨むという判断をしました（詳しくは「ゆにおん No.108」参照）。 

我々は、現場の教職員の怒りと厳しい状況を踏まえ、この交渉において組合員の参加、もしくは職場を

取りまとめている職場委員の参加を理事会に求めましたが、理事会は「深める議論を行うため」という理

由で執行委員までの参加にとどめるという制限をしてきました。この制限は不当であり、多くの組合員に

このような真剣な議論を聞いてもらうのが、学園創造の第一歩なのです。今回は、一歩引いて、業務協議

会こそ制限なしの全員参加ができるよう改めて理事会に要請します。当然、今回の交渉の中でも委員長、

書記長から理事会の参加制限に対して厳しい批判をしました。 

今回の交渉では、私学危機を乗り越えるためには教育・研究の質の向上が重要であり、学生実態の分析

を基本にした初年度教育・教養教育・学士課程教育の再構築、授業もちコマ構造の見直し問題、附属校と

の連携した転換期・接続教育等の重要性、部を超えた横断的な議論の重要性など、課題認識については理

事会と大枠で一致させることができました。しかし、他方で、理事会は、大学院前期課程について全く検

討が進んでいないことを告白せざるを得ず、また、中期計画の策定や総長選任のプロセスについては組合

の問題提起に対して、何らその認識を変えることはありませんでした。そして、何よりも、理事会は、教

育研究課題における教職員の奮闘に応えることと一時金の問題とを切り離して、「一時金問題は終わった」

との立場を変えようとはしませんでした。つまり、教育研究課題について理事会は組合の主張を認め、こ

れら課題を実践する現場の教職員の奮闘に依拠すべきことは自明であるにもかかわらず、理事会は、相変

わらず、現場の声を無視した管理運営手法と現場の教職員の奮闘に冷水を浴びせかける一時金カットに固

執しているのです。理事会の、このように矛盾した姿勢が、今回の交渉で一層浮き彫りになりました。 
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四役・執行委員は、今回の交渉を受け、1月の業務協議会の論戦において理事会の議論を圧倒するため

に、今回の交渉を受け、プロジェクトを作り、年末年始で集中的に議論を深める所存です。組合が本当の

力を発揮するためには、現場の教職員の議論の到達点や深まりが重要です。年明けの短期間ではあります

が、密度の濃い職場集会を開催し、組合執行部への叱咤激励も含めて討議を深めるよう要請します。 

 

副総長、教学担当常務理事交渉について報告します。 

 

◎◎◎◎冒頭冒頭冒頭冒頭あいさつあいさつあいさつあいさつ                                                                                                             

（（（（木田委員長木田委員長木田委員長木田委員長））））組合ではこの間、かなり厳しい議

論をしこの交渉に臨んでいる。７月の第 2回「業

務協議会」が中途半端な形で終わり、総長選の前

に早々に業務協議会を開けと要求をしてきました

が、次の業務協議会の日程がなかなか明らかにさ

れない中で、我々は団交・ストライキも構えなが

ら、11月 30日の事務折衝で「業務協議会を開催

する」という確認をし、12月 15日の拡大事務折

衝で「1 月に開催に向けて準備する」と副総長か

ら回答を得て、12月 18日の新現職場委員・執行

委員の合同会議で理事会の態度に対して長時間、

それも厳しい議論をし、今日に臨んでいます。 

第 2回「業務協議会」では理事会側から「私学

危機」が提起され、充分な議論がされないまま終

わってしまった。私たちは情勢を双方でもっとき

っちりと捉えようではないか。そして情勢を切り

開く大きな力として学園課題を明示し、みんなで

議論、納得し、全体の力で前に進めることが必要

であり、その為に今一番必要なのは、一時金を元

にも戻すことです。アップせよと言っているので

はないのです。情勢、学園課題、一時金を元に戻

すことはセットであるし、お互いにこれを確認し

ないと、今日議論する重要な課題が前に進まない

という事態になります。その為にも早く業務協議

会を開きなさいと言っているのです。 

多くの組合員から「一時金はどうなった」「業務

協議会がなぜ重要なのか」と様々な意見が寄せら

れています。多くの組合員にこのような議論を聞

いていただきたいと思っていますが、今日のこの

交渉は残念ながら執行委員会までと制限を受けま

した。このようなことは今後一切無いようにして

いただきたい。正々堂々と全組合員の前に、組合

員でない方も含めて聞いてもらうことが、今の学

園にとって必要なことなのです。 

 

（（（（薬師寺副総長薬師寺副総長薬師寺副総長薬師寺副総長））））先日の拡大事務折衝で、1 月中

に業務協議会に向けて理事会は準備を開始するこ

とを私から発言しました。その意味は今日の懇談

会も含めて深い議論の整理をし、意見の違うとこ

ろは違うものとして、業務協議会で実りある議論

ができるようにしたい。そういう意味でも今日は

きっちり話ができる場として、人数をある程度制

限させていただいたと考えています。 

教学を中心とする学園課題について、組合から

論点を提起していただき、それをめぐって議論を

深めたい。今回は回答するという類のものではあ

りませんが、次に向けての議論と論点をある程度

つめていくそういう場にしたい。 

 

◎◎◎◎学園内外学園内外学園内外学園内外をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる情勢情勢情勢情勢                                                                                            

（（（（宮井書記長宮井書記長宮井書記長宮井書記長））））組合の基本的な考え方は、学園を

めぐる情勢、教育研究課題、その教育研究課題を

成し遂げていく上での教職員の働きよう、それに

見合った処遇の問題は 3 点セットであって、切り

離せるものではありません。更に言えば、処遇の

問題の中に一時金問題も含まれる。これは何度で

も言わなければならない。その上で、情勢認識を

述べたい。 

7月 19日の第 2回「業務協議会」で一時金をカ

ットする根拠として突如理事会が持ち出した「私

学危機」議論。この私学危機が一時金の回答根拠

として結びつくのか疑問です。しかし、私たちな

りに「私学危機」の中身とは何かについて議論を

してきました。私たちの考える私学危機とは何か、

またそれにどう対処していくことが必要なのか話

をしていきたい。 

理事会の「私学危機」は経営体としての私学が

直面する困難を示すものとなるであろうが、国内

を見渡し一言で言えば「二極分化が進行している」。

志願者の確保、政府の競争的な資金配分等などが

特徴です。組合としては、経営体の危機と教育の

危機を区別して関連性を考えてみるのが一つの視

点であると考えます。経営体の危機が中心的に述

べられていることが多いが、実はその背景に教育

面での危機があり、全国的に指摘されている学力

問題や、未履修問題など中等教育におけるいろん

な問題として現象化しています。この教育の危機

は一私学だけが取組む問題と言うより、日本全体
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で取組むべき公共的な課題です。この教育面での

問題をどのように分析して教育内容面でこのよう

な諸問題の克服にどのように貢献していくのか。

その際、私学としての「らしさ」「個性」をどのよ

うに発揮していくのか、教育の危機に独自に貢献

していくのかを考えていくことが、結果的には経

営体としての危機を克服するための回答になりう

ると考えています。これは前期でも組合が指摘し

ている内容ですが、教育・研究を通じた人材育成、

知識の開拓という公共性があるのです。それを踏

まえたうえで、教育機関として教育に関わる問題

への対処の仕方を考える必要があります。 

個別立命館学園が抱えている困難は、一時金問

題の関わりでは、今すぐに経営的に危機が直面し

ているわけではないと理事会が答えていましたが、

しかし、志願者数が減ってきている問題などいく

つか厳しい環境があることは否めない事実です。 

では、私学立命館学園が、このような厳しい条

件を克服するためには、どういう考え方で望む必

要があるのでしょうか。やはり、教育の王道に帰

り、生徒・学生実態の分析を基にいかにして立命

館らしさを発揮するのかの点について、まずは、

議論を深めて全学で議論を共有していく、学園課

題を前進させていく。これは今までも立命館学園

はやってきたことですが、改めて問われているの

です。 

現状の学園が抱えている問題は、各教学機関や

各部課では、それぞれ与えられた課題、直面して

いる課題に対して、真剣に取組んでいます。しか

し問題は、各教学機関や各部課が垣根を越えて共

通の課題について認識を深め共有し、それに基づ

いて学園全体として整合性があり、実効性のある

政策の提起が行われているのかという問題です。

この点について組合は大いに疑問を持っています。 

これは一時金回答以来のモラールの低下、理事

会への不信感があり、なかなかそのような議論に

発展しないし、トップダウン的な管理運営に内在

する問題、限界性が背景にあると思います。つま

り、このような教学機関や各部課の垣根を越えて

議論ができていないことこそが、立命館学園が抱

えている本当の意味の危機ではないかと認識を持

っています。 

 

（（（（薬師寺副総長薬師寺副総長薬師寺副総長薬師寺副総長））））詳しくは具体的な教学政策や初

等中等教育政策を議論する中で立ち返りますが、

一般的なところで、議論や一般教養政策が今の状

況の中でどうして必要なのか、あるいは「教育力」

議論をなぜ我々がやってきたのかというところに、

入っていきたいと思っています。研究の高度化や

国際化もそうです。さらに書記長が言われたよう

に入学政策のように、我々思い切った転換をしな

くてはならないと考えています。それは一つの危

機というものの我々なりの認識があって、そうい

う意味では情勢の認識と我々が創らなくてはいけ

ない政策、皆さんと一致してやらなくては行けな

い課題というのは、基本的には共通認識を持ち、

そういう具体的な中で、我々は議論することが重

要です。ただ一つ、先ほど書記長が言われた、私

学危機と言うことは両面あると思うのです。経営

としての危機と、いわゆる今来ている学生、教育

力そういうものが問われている危機の両面を総合

的に捉える必要があります。 

私は 2 年間、業務協議会等でいろいろ議論して

きましたが、私が最初に私学危機に少し触れて発

言したときには、短大はかなり危機が進行はして

いて、破綻というものも出て来始めていましたが、

四大の場合は 25％ぐらいだと最初申したと思い

ます。私学の経営全体として、四大であってもそ

れが今年４割となり、次は５割を超えるだろう。

定員が満たせない状況がやはり現実問題として出

てきている。この深刻な状況をどう対処するのか。 

先日全国コンソーシアムのフォーラムに行って

きましたが、全国でもコンソーシアムが広がって

きています。すでに３０を超えてきています。た

だ、同時に非常に危機感が私学の中にあります。

京都も含めてとは言いませんが、コンソーシアム

で協力しながら「余裕がなくなった」と、つまり

コンソーシアムに入って、分担金を払いやってい

く余裕がなくなっていることを率直に言われる理

事あるいは学長が出てきています。今年短期大学

から「コンソーシアムが役に立つのか」という問

題提起をまともにされて、かなり改善策を京都で

もやりました。「教育京都」を打ち出していくこと

を前面に出して、入学政策も共同でやろうと、や

っぱりそうやらざるを得ない状況が我々ひしひし

と感じる状況が生まれてきています。 

9月と 11月に、仕事もあって中国へ行ってきま

した。総合科学、教育に充てられている費用から

見ると日本の総量を上回っています。重点大学と

いわれているところが今やっている国際競争力は、

「唖然とした」が正直なところです。話をすると

彼らの水準は５年前と全然違う。大きな意味で実

感として国際競争がここまで来ているのかと思う

ところがあります。それは我々が見た断片的なも

ので、それが皆さんの現場のところでも、いろん

なところに出てきているのではないかと思います。 

学生実態の分析を深めるという点は非常に重要

だと思っています。ただ、一般的に学生像という

のは組合の言う抽象論では納得いかないところも

あります。この間もロースクールの状況をできる
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だけ一人ずつあらっていっています。どこが悪い

のかまだつかめない。例えば民法のどこが弱いの

か。どの分野が弱いのか。そこまで徹底して把握

して議論をやって対策を打っていく。高等教育と

いわれる以上、しかも私学としての優位性を持ち

ながらとなると、そういう分析と実態をみんなが

共有し、こういう議論を通じて総体としてつかん

でいく。弱い部分・強い部分を分析しながら、政

策を共同して立てていくことの一致点を広げてい

くというのは重要です。 

入学政策もいろんな努力で４月の状況からは若

干改善しているが、我々は学生定員が全学部で現

時点確保できるという自信はありません。まだや

っていくけれども全学部できっちり集めきるとこ

ろまできた手応えはまだ残念ながらない。そうい

う状況が年々厳しさを増している。九州などでは

明治や法政が今までにない攻勢をかけてきていま

す。関東の持っているすごみが出てきている。こ

れに我々がきちっと対応できているか、つかみ方

の弱さがまだまだある。 

国際化にしても、実際にこれだけの学生が来て

くれる、このカリキュラムで呼びたいとあっても、

施設など含めて準備ができなくて断らなくてはな

らない状況があります。こういう弱点をどうする

のか。しかし重点を決めてやって行かなくてはい

けない。重点を決めていくためにも、できるだけ

実態分析をやっていくという点では、我々も充分

やってきたとは言えません。その点は皆さんと共

にくみ上げて行かなくてはいけないと思っていま

す。ただそういうものをより具体的なところで議

論したい。 

 

＜「＜「＜「＜「平和平和平和平和とととと民主主義民主主義民主主義民主主義」」」」のののの教学理念教学理念教学理念教学理念＞＞＞＞                                                                                                                         

（（（（宮井書記長宮井書記長宮井書記長宮井書記長））））中期計画の中身についてであるが、

新しい学部をつくるとか、どれだけ外国に拠点を

作るかが、前面に出てしまっていて、このことを

否定はしませんが、副総長が言われたように、学

生実態からはじまって、どう言った教学内容が求

められているのか、から議論を説き解く姿勢が大

切だと思います。その際に、個性化の問題で言え

ば「平和と民主主義」を教学理念としている立命

館学園が、教学理念をいかした個性をどう発揮し

ていくのかと言う事です。 

教育基本法「改正」法案が先日成立してしまい

ました。この法案については、組合や学友会など

と協同で学習会等を開いて理解を深めてきました。

色々論点はありますが、教育現場に愛国心を強制

して来ることにつながる。実際、初等・中等教育

の現場で行われている事柄で言えば、危険性は非

常に高いと私たちは懸念しています。この問題に

対して「平和と民主主義」を教学理念として掲げ

ている以上、社会の中でこの平和と民主主義の意

味をどのように発展させていくのかの視点が個性

化を図る上でも大切と思います。教学理念との関

わりで、教育基本法の改悪について、理事会とし

てこれまでどのような行動を取られてきたのか、

どのような立場を取られてきたのか。また教育基

本法が改悪されて以降、平和と民主主義をどのよ

うな意味内容として行こうとしているのか。 

 

（（（（薬師寺副総長薬師寺副総長薬師寺副総長薬師寺副総長））））教育基本法等の対応に対して、

理事会として具体的な声明を上げると言う行動は

取らない。これからいろんな形で出てくる大学の

教育、高校・中学・小学校の現場で、我々はその

為につくった学園憲章がある。その憲章に基づい

た教育をやっていく。さらに具体的に中期計画で

書かれている中身は、我々には堅持をしていく。

ただ、個々の教育の中で、特定の先生に平和と民

主主義はこうでなくてはならないと言うつもりは

ありません。いくらでも議論すればいいと思いま

す。あとで一般教養という問題で議論すると思い

ますが、教養教育の内実をどうつくっていくのか、

その中に平和教育をどう入れるのかという議論と

してくみ上げていきたい。 

 

＜＜＜＜中期計画中期計画中期計画中期計画のののの最終決定最終決定最終決定最終決定プロセスプロセスプロセスプロセスとととと総長選任総長選任総長選任総長選任におけるにおけるにおけるにおけるプロセスプロセスプロセスプロセスについてについてについてについて＞＞＞＞                                                         

（（（（宮井書記長宮井書記長宮井書記長宮井書記長））））7月 19日の業務協議会の中で、中

期計画に関して議論の時間を保障してくださいと

言いました。その上で、議論を実質化させるため

にいくつか情報を提供していただきたいと言った

と思います。例えば、中期計画の中で 2007 年か

ら 2010年までの 4年間で達成すべき事柄と長期

的な展望と切り分けて示して欲しいとか、計画を

成し遂げるために必要な物的施設に関する整備計

画を示して欲しい。また大まかでよいので 4 年間

の収支見通しを示して欲しい。そのことを要求し、

9 月までに回答したいと副総長の発言だったと思

います。どのような経過で 9 月 27 日に中期計画

が最終決定に至ったのか聞く必要があります。少

なくとも私たちの実感として、中期計画は合意が

得られているとはとても思えない。そして 7月 19

日に私たちが提起した諸条件についても情報が与

えられたとも思っていません。 

総長選任に関するプロセスに関して、現行選任
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規定についていろんな議論がありますが、その現

行の選任規程を前提にしたとしても、あのプロセ

スには疑問があると言わざるを得ない。この点に

関して、7月 19日の業務協議会で理事長は構成員

の総意が反映されるように約束されたと私たちは

受け止めていますが、本当にそうであったのか。

とりわけ職員区分での選考委員の選出の仕方に疑

問があります。また、先ほど中期計画でも触れま

したが、総長が選ばれる過程においても中期計画

が全学で合意されたとも思っていません。政策の

一致がない状況で総長が選ばれるという事態に至

ったと認識しています。それでも政策が一致した

形で総長を選びたいということで、私たちは公開

質問状を出した。その思いは学友会、院生連合協

議会も一緒です。それに対して、理事長は私たち

が求めていない文書を公表し、総長選任制度の趣

旨に照らして、個々の候補者に語らすことはそぐ

わないという言い方をされた。これは政策で一致

して総長を選ぶというプロセスに照らしても納得

いかない説明だと思います。 

 

（（（（高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事））））中期計画については、

常任理事会を中心に議論の集約を何度もやり、そ

の意味では議論を尽くして来て、その決定が 9 月

27日であった。このことについて言えば、常任理

事会の中でも充分に議論は尽くしたと学部長は言

い、そのことを確認して決定をしてきたものです。 

総長選任があっても、中期計画の議論を尽くす

べきだと指摘もあったと思いますが、そのことに

ついても、総長選任の手続きがスタートしつつも、

それと平行しながら、この議論を進め、中期計画

として確定をしてきた。なお、中期計画の中の個

別の具体的な計画が確認できていないとか、長期

的な課題と短期的な課題を切り分けた記述して書

けという話とか、施設などの話に対しては、中期

計画はトータルなありようとして基本的な方向性、

政策の提起という方針の提起であって、そこの確

認です。個別の事業計画そのものについては、そ

の都度議論をし、また場合によっては中期計画に

盛られていないことであっても、判断しなくては

いけないことも含めて、その都度政策について部

門で議論をし、また全学でも議論をし、常任理事

会でも議論することについては中期計画の文書の

中に書かれています。 

総長選任に至るプロセスの問題についてご指摘

がありました。そもそも今回の総長選任の規定の

ところで、選考委員の選考議論の進め方について、

職員区分で問題があったと言うふうに指摘をされ

ているが、私どもは、そんなふうには考えていま

せん。理事長の言う構成員の総意の反映というの

は、どういう形であっても、それぞれの区分のと

ころで責任を持って出してくるものであって、そ

ういうやり方に則って実施しています。逆に言え

ば、教員職場において、学部長が選考されないこ

とが、本当にそれが学部の総意の反映なのかとい

う事も言えなくもない訳であります。そういう意

味で言えば、その委員が選考委員会において白票

を投ずる事についても、その選考委員として出て

くるありようとしての責任については、やはり議

論の余地があると思っています。そういう人を選

んでくることが民主的なのかどうかということも

議論の余地があると思います。そういう意味で言

えば、区分ごとに選んできたと言う形で進めてき

ている訳ですから、その点では問題はないと考え

ています。 

総長候補者宛の質問状等でありますが、今回の

ところで言えば、選考委員会あるいは推薦委員会

等は理事長が招集することになっていますし、そ

の結果については、理事長に報告をされて、そし

てその推薦理由をつけて公示をしていくわけです。

その推薦理由については、今回は議論をし、推薦

理由をつけて出している訳でありますし、それは

理事長の招集のもとで行われている話であります

から、それを代表して理事長が答える。質問状へ

の回答ではなくて、その趣旨のありようについて、

理事長名で答えることは何ら不思議なことではな

いと考えています。なお、そういう意味で言えば、

個々の候補者について、公開討論会においては政

策の一致について議論するのは趣旨に反すると思

いますし、公開質問状についても学園内において

議論中のものも多くあるわけですから、いわゆる

ダイレクトにそれに答えるという形ではなく、候

補者の人物像を知って頂くと言うことは、規程の

趣旨に照らして意味があるわけですから、その意

味で「総長候補者に推薦されて」というタイトル

で候補者に作成をお願いし、実際に出ている訳で

すから、そのことについては説明についての誤解

が組合にあるかもしれませんが、そういう趣旨で

やってきたものです。だから問題がないと考えて

います。 

 

（（（（木田委員長木田委員長木田委員長木田委員長））））今日ここで争うつもりはありませ

んが、2点指摘したいと思います。1つは、教育基

本法について副総長から学園憲章での平和と民主

主義と言われました。また、高杉常務理事が言わ

れた中期計画、総長選任の 3 つの課題をもう一度

みんなの前で発言してください。私たちは中期計

画と総長選任についてはまったく見解を異にしま

す。それからもう一点、このまま一致しないでい

いのでしょうか。理事会は提案者であり、私たち
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組合は個人意見を言っているのではありません。

業務協議会は学部長も呼んでください。場合によ

っては学部長に聞きます。学園課題に対して我々

は中身で行きますが、こんな差し迫った時期に議

論する必要があるのは、まさに中期計画というの

が徹底的に大事なところが欠けているという認識

が学内に満ち溢れているからです。これで本当に

やれるのですか。こんな形では理事会に付いてい

けない、不信感だという声に対してどういうふう

に理事会は前に進めようとしているのか。今みた

いな回答であれば誰も理事会についていきません。

ここでは争わないですが、業務協議会でみんなに

学園課題を真剣に議論するように、前に進めるよ

うに説得をしないと学園の危機というレベルでな

くなる可能性があります。課題は預けます。 

 

（（（（高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事））））一致していないと言わ

れるが、あれだけ議論をして来たわけですから、

一致していないと言われている意味が、組合が言

っていることとは違うでしょうと言っているので

す。具体的な方向性について、議論して確認して

きた訳です。細部にわたってとか、予算との関係

だったり、事業計画だったり、そういうことを含

めて全体として、本当に一致できる内容なのかど

うなのかと組合は言われるでしょうが、そういう

ものとしておかないで、基本的な方向性、要項と

して確認しましょうということでの議論でやって

きて、そこについては大きな問題点や論点が教学

機関を通じて、あがってきてない訳ですよ。だか

ら具体的な中身が大切です。中身について詰めて

いかないと実りがない。中身についてやりましょ

う。 

 

（（（（宮井書記長宮井書記長宮井書記長宮井書記長））））委員長が言われたことについては

引き取っていただきたいと思います。総長選任の

プロセスに関して、特に構成員の総意を反映した

やり方と選任規程では言われていますが、本当に

そうであったかを検証しなくてはいけないと思い

ます。もし、構成員の総意を反映したやり方では

ないという話になれば、これは変えると言う事に

なります。 

 

◎◎◎◎教学課題教学課題教学課題教学課題                                                                                                                    

（（（（宮井書記長宮井書記長宮井書記長宮井書記長））））組合が前期から指摘しているのは、

中期計画には生徒・学生・院生像が無いと言うい

い方をしてきました。実際に生徒・学生・院生が

学びと成長においてどのような問題点を抱えてい

るのかの分析から出発し、次に何をやるべきなの

かが、中期計画の中身にないといけない。 

組合は、組合なりに現場からの学園創造を掲げ

て、具体的にどのようなところで、生徒・学生・

院生が学びと成長に困難をきたしているのかから

出発しています。私たちなりに中期計画をつくる

とするならば、こういう筋道で考えますという形

で議論してきたつもりです。その一つのキーワー

ドとして総合的人間力を提起させていただいてい

ます。これは、言葉自体は漠然としていますし、

総合的人間力という言葉だけで学生実態を捉えら

れる訳でもありません。しかし、組合らしい現場

の問題点をくみ上げるとなれば、現場の教職員の

実感としての問題点をくみ上げることになります。

そういう教職員の実感を総称して総合的人間力の

問題として提起していると理解してください。 

03 全学協の「確かな学力」「豊かな個性」だけ

の捉え方では、想定できないような問題が現に生

じているのではないかと思います。学生は希望進

路を自ら切り開いていくときに直面する壁、国家

公務員の内定率で最近頑張っている事実は否定し

ませんが、もう一歩先に行こうとするときに何が

欠けているのかです。企業の最終面接まで行くが、

と言う問題。そういう意味でも学力以外の要素に

問題があるのではないか。それに、前期のところ

では「私語問題」「モラール問題」がクローズアッ

プされてきた関わりでも総合的人間力が意味を持

つのではないかと言うことです。どこの学部にも

存在していますが、学ぶ意欲を欠落した層、ある

いは自分探しの方向性さえ見出せない層、教員が

具体的に指示を出さないと動けない、指示待ちの

問題。これら全て教職員の実感として提起されて

きた問題でもあります。その背景の一つとして学

生の学力の問題もあります。総合的人間力という

言葉は、狭い意味での学力に捕われない概念とし

て出していますが、わかりやすい話としては、先

生の話が理解できなければ学ぶ意欲も失っていく

悪循環に陥るわけで、学力問題は背景になるとい

うことは否めない。これは入試方式が多様である

から、入ってくる学生の学力も多様であるとも言

い切れない。同じ入試方式でも最近は学力の二極

分化進んでいるのではないかという教職員の実感

としてあげられています。そのようなことを背景

としつつ、総合的人間力と言う場合、自己の確立、

主体性があるかという問題。自己表現力やコミュ

ニケーション能力。広い視野と行動力。リーダー

シップといったような、社会で生き抜くために必

要とされるような力が要素として挙げられるので
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はないか。これは実は、組合の中でも異論はあり

ます。今挙げた言い方をしてしまうと、個々の学

生の力、人間的な力だけを問題視するようにも聞

こえてしまうかもしれませんが、そうではなく、

社会性や他の人、他の学生と交わる場合に必要な

力などもあります。いろんな議論がありますので

これから豊富化していくことが必要ということは

あります。こういうところが欠けているのではな

いかと言うことであれば、教学課題としてどうい

う事が具体的に上がってくるであろうか。大きく

は 4つに項目を分けて説明をします。 

一つ目は、高大連携高大連携高大連携高大連携のののの課題課題課題課題。総合的人間力を反

映するためには一般教養が具体的に有利な可能性

を持っているわけですが、それが発揮されている

のか疑問を持たざるを得ない。それどころか、附

属校によっては、学部に入ってきてから学力が伸

びない。学力 GPAが低位に集中している現象が一

部にはあると伺っています。結局、高大の本当の

意味での共通の認識ができていないところが出発

点としてあります。大学側とすれば附属校から来

てくれる学生は、小集団で言えばリーダーシップ

を発揮できるような学生とか期待があるわけです。

ところが現実には附属校の出身者がそのような行

動が取れているのかとなると、期待通りになって

いない。そういう意味ではミスマッチがあるので

はないか。もちろんその背景には学生の意識の問

題があると思います。この間の学生アンケートで

も附属校出身学生の立命館に対するアイデンティ

ティが案外希薄です。こういったことも含めて相

互に理解しあうことが、特に高校の教員と大学の

教員の間において考える必要があります。いわば、

高大協同での FD 活動がやれないだろうか。相互

の理解という土台があって初めて次のステップに

進めると思います。高大連携についてはこれまで

いろんなアイデアも出されてきましたし、各学部

でいろんなプログラムが走っていると思いますが、

それを否定するのではありません。本当に実りあ

るものにしていくためには、まずは相互理解が必

要ではないか。今の状況ではそれが優先課題では

ないかということです。 

二つ目は、立命館らしい初年度教育初年度教育初年度教育初年度教育のののの構築構築構築構築とい

う課題。組合の中でも議論がありましたが、専門

への導入で言えば、基礎演習の経験があって、そ

こで展開されているピア・エデュケーションは全

国的に高い評価を得ている。そのことは否定しま

せんが、それだけで今の入学者は済むのでしょう

か。高校の学びから大学での学びに転換がスムー

ズに行われていない。そのことが、4 年間全体を

既定してしまっていることがあるのではないでし

ょうか。具体的な話で言えば、講義で先生の話の

大事なところをノートに取る習慣でさえできない

という問題など、細かいところも含めて最初が肝

心ということではないか。組合のフォーラム等で

出てきた意見の中で、立命館に学んでいる事にい

かに確信を持たせるか。これから 4 年間この大学

でやっていくんだと自信と誇りを持つことが一つ

ポイントになるということが言われています。具

体的には、ピア・エデュケーションの実績を活か

して初年度教育プログラムが組めないか。各学部

で展開している 1 回生の配当科目においても初年

度教育の視点を重視することはできないか。つま

り、高校の学びから大学の学びへしっかり転換し

きれていない学生を含んでいる学生を相手にして

講義をしているときの教え方、というのは別にあ

ると思う。そういう視点で取り組めないか。最後

に入学時のオリエンテーション期間をもっと余裕

を持って組めないものか。教員も新年度始まって

以降は非常に忙しいですが、学生の方ももっと忙

しい。少なくとも 1 回生に対してオリエンテーシ

ョン期間をもう少し余裕を持って設定できれば、

色々有益なプログラムが組めたりできるのではな

いか。もちろん、15週問題の見直しとも絡んでき

ますが、初年度教育を真剣に取組もうとするので

あれば避けて通れないと思います。 

三つ目は、教養教育教養教育教養教育教養教育のののの再検討再検討再検討再検討です。教養教育の

中にはいろんな科目があり、これを整理する必要

もあるのですが、総合的人間力の観点からすれば、

所属学部の専門性を相対化して捉える広い視野の

涵養する視点がこれまで以上に重視されるべきで

す。そう考えると、教養教育の場合は、マスプロ

教育が主流になっていますが、そういう発想を変

えていく。場合によっては教養ゼミという可能性

さえ考えられます。その際に、語学の教員と教養

を担当する教員とでチームティーチングの可能性

も開けてくるのではないかと議論しています。相

対的に独自の問題になりますが、外国語教育のあ

り方も、こういう観点から再検討する余地がある

のではないか。スキルの習得は無視できないので

それは徹底的にやっていただくとして、しかし、

語学教育にはスキルでは終わらない要素がありま

す。具体的な話では、法学部の教員には外国法を

教える教員もいますが、自分のやっている外国の

ことを本当によく知っているかといわれると、実

は文学を研究している先生にかなわないという話

もあります。こういったところで研究の蓄積を活

かしながら語学を学んでいくなど。語学教育にお

いてもコンテンツが重視される科目もあるのでは

ないか。こういった課題を成し遂げるために、従

来の学部横断的な教養教育の体制を考えてきたと

思うのですが、従来の体制にどのような問題があ
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ったのかは、総括が必要です。最後に人的体制の

問題は教養教育の問題でも見逃せない問題です。

正確な数字ではないですが、教養教育に関して 8

割が非常勤。それで先ほどの課題が担えるのかと

いうことです。 

四つ目は、学士課程教育学士課程教育学士課程教育学士課程教育のののの再検討再検討再検討再検討の課題。学士

課程とあえて言うのは、学部で提供すべき教育の

中には全学的にサポートし提供すべきものも含ま

れている。それを組み込んだ上で学部教育を見直

す必要があるのではないかという意味もあります。

総合的人間力の観点からすれば、学生の人間的成

長に即した、違う言葉で言えば、青年期教育の視

点を加味した形でカリキュラムが組めないかとい

う視点です。キャリア形成と専門教育の接合のあ

り方、外国語教育と専門教育との接合のあり方な

どいくつか出てくると思います。外国語教育と専

門教育の接合という点で言えば、例えば英語や中

国語にしても 2 回生のところで力がピークに達し

て、専門課程に入ったら逆に落ちるといった現象

が指摘されています。専門教育の中にこれまでの

語学を活かした取組が必要になるのではないか。

こう考えていくと、学士課程のカリキュラムのシ

ンプル化、重点化、科目精選という形でおこなわ

れるでしょう。それと、マスプロ方式が主流とな

っている授業スタイルを中規模双方型と小集団教

育を軸に変えていくといった大胆な発想が必要に

なるのではないかということを議論しています。

今話をしているところでは具体的な要求として言

える段階ではありません。基本的に現場から実感

として上がってくるものをくみ上げていって、そ

れを解決していく時の基本的方向性ということで

理解してもらえればと思います。 

 

このように考えていくと施設面の課題も出てく

るわけで、施設面では前期から話をしています

BKC小教室不足問題。これについては、2007年

は手当ができたと聞いていますが、新学部立ち上

がる以降の 2008 年についてどのような見通しを

持っているのか。それに衣笠に関しても中規模教

室の不足がありますのでそういう問題も出てきま

す。人的体制については、先ほどの教養教育や語

学教育に関して専任化を進める必要があるのでは

ないか。教学改善の為にも研究時間を確保して細

かい対応を可能にするためにも、持ちコマ構造を

見直していくことが必要ではないか。もっと言え

ば、教員一人当たりの学生数がある雑誌で取り上

げられましたが、それを改善するといった課題も

あります。こういった事を踏まえたうえで、教員

整備計画が考えられているのかということです。

今言った課題を考慮したうえで考えるのとそうで

ないとは、考え方が違ってくると思います。最後

に教育力強化予算に関しては、前期のところで総

括を求めましたが、総括が出されるのであれば、

簡単に説明お願いします。今話したような教学の

総括を踏まえて運用できないのかもあります。 

 

このような課題の具体化にむけて議論する場と

して、当面全学協ということも必要なのですが、

こういった議論は各学部でも色々あるであろうと

思うのですが、見えない部分が各学部あると思い

ます。そういう議論をするためにも業務協議会が

必要であるいうことを強調しておきたい。 

 

（（（（佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事））））答えではありませんが

簡単に発言させて頂きます。書記長が触れて頂い

た問題の整理についてはかなり教学部で考えてき

たことと相当共通部分があります。最後に触れら

れたとりわけ小教室の問題や教育力強化について

は具体的な解決策について議論しなくてはけない

のですが、基本的に大きな問題は、教員の責任時

間のあり方において、議論していかないと、おそ

らく教学改革という形では授業数を増やす方向で

のドライブが必然的にかかってきます。それに対

する制約を何らかの形で設ける手だてを考えない

と、教員の負担感は増すばっかりで、それが本当

に教育的に効果を上げているのかどうかがよくわ

からない形で、科目数が増えていく状況もあるよ

うに思うわけです。例えば、今のところ教員持ち

コマが 6コマ、責任時間が 4コマ。その構造の中

で、もし専任教員が 800 名を前提にすると 4800

コマがあるのが適正規模ではないか。それが今 1

万 2000 コマあるわけです。これが非常勤に依拠

していることもありますが、しかも教学改革の成

果である側面もありますので、全面的に否定する

わけではないのですが、ややこれは大きすぎるの

ではないか。組合からも時間ＣＡＰ制の話が以前

出ていましたが、我々としては科目ＣＡＰ制の検

討に入らなければ、教室の問題もあり、先生方の

負担感の解決にも結びつかないのではないかと考

えています。これは組合の皆さんと業協の中で取

り上げるべき重要な課題ではないかと考えていま

す。 

総合的人間力からいろいろ語って頂きましたが、

いろんな話を聞いていて何となく理解できたので

すが、総合的人間力という言い方は、ある意味で

は、あらゆる議論を包括しているような総合的な

タイトルですので、議論形成用のキーワードとし

ては、結構良いんですね。我々が「確かな学力」

と「豊かな個性」という形で、ある意味ではブレ

イクダウン的な発想で議論をするのは、課題解決
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のためのキーを見つけたいがあったがためです。

もちろん正確に議論すれば、「確かな学力」と「豊

かな個性」と言っているが、「豊かな個性」に「確

かな学力」は含まれているのです。ある意味では

おかしいですが、議論の仕方としてブレイクダウ

ンしてその責任主体が明らかにしながら、それに

どのような主体的力量を発揮して頂くかという議

論の積み上げ方をしてきたつもりです。組合側か

ら言って頂く現場のところで様々な職員や教員の

実感を集約していく過程と、例えば、教学部が提

起する課題解決の方法論との間が、業協の場でう

まく切り結べれば、将来の展望が開けるのではな

いかと思っています。特に書記長の発言で注目し

たいのは、教養教育の再検討のところで、教養教

育の実態で非常勤率がものすごく高くなっている

との指摘はその通りです。教養教育が初年度教育

のかなりの部分を占めていると考えると、初年度

教育の重要性を考えれば、専任が立命館の教学と

いうものを語りかける場として再形成しなければ

ならないというのは、本当にご指摘の通りです。

これをどのような仕掛けで形成していくかの議論

はやらないといけないと思います。全体の負担感

を増やすことなく、責任時間の設計を明確にして、

各学部の中で責任時間がうまくフィルできないが

ために、科目数を増やしてきたということをさけ

るためにも、教養教育のパラダイムを少し変えて、

先生にどんどん自分がやりたい講義を、あるいは

語りかけたい講義を、立命館らしい講義を教養教

育として提供して頂けませんかという仕組みを作

るべき時期に来ていると私は思っています。次期

教担理事にも引き継いでいきたいと思っています。 

 

＜＜＜＜時間創出課題時間創出課題時間創出課題時間創出課題＞＞＞＞                                                                                                                                                         

（（（（宮井書記長宮井書記長宮井書記長宮井書記長））））科目 CAP制と言われたのは、組合

の問題意識を組まれての話と思いますが、研究部

から出されている研究高度化の文書の関係で、研

究時間創出の為の検討委員会を設けるとあったの

ですが、その話は結びついて議論されているので

しょうか。 

 

（（（（佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事））））教学部としては研究時

間の創出だけのために議論しているのではありま

せん。この議論の一番のきっかけは、ついに天井

にぶつかってしまったＢＫＣの小教室問題です。

ある意味では、学部の主体的な教学改革に待つと

いう姿勢で続けてきましたが、これでは科目精選

がいつまでたっても見通せない。となると全学的

なルールの議論を教学部から提起せざるを得ない

ところまで来ているという認識が強い。 

 

（（（（宮井書記長宮井書記長宮井書記長宮井書記長））））研究高度化と教育高度化は不可分

であると認識していますが、研究時間の創出につ

いての私たちの考え方は、整理のうえでは研究高

度化の課題としていますが、教学課題でもあると

いう位置づけです。研究部と教学部の合同で話を

進めることにはならないのか。 

 

（（（（佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事））））研究部との課題認識は

一緒で、研究力の高度化は重要な課題であると昨

年度相当位置づけてやってきています。教学部的

にそれをどのように引き取るか、受け止めるかに

ついては、研究時間の創出と言うことはあります。

ただ、教学部としては何を主体的に考えているか

というと、設置基準の履行のところで、我々が大

事にしているところは 15 週でその他のところは

あまり大事にしていない。つまり、1 単位当たり

45時間の学習を必要とするとか、最低限授業時間

は 15時間から 30時間かけなければならないとこ

ろは無視しているわけでないですか。どちらかと

いうと、15週という自ら苦しくするようなところ

を大事にして、教育の内実化について、あまりつ

ながらないようなところを大事にしている感覚を

私は持っています。ただし、15週を全面的に掲げ

た以上、それを安易に 13週にするとかという議論

はなかなかやりにくい。双方向性のある授業を実

現するとか、そういうところでもって教育の内実

担保で、例えば 1 単位あたり 45 時間学習と言わ

れないまでも、１単位当たり最低限、自宅の学習

を８時間ぐらい必要としているようなところまで

言えるようなところまで持って行かないといけな

い。そういうものを共有理解するためにＦＤ活動

が大事ですし、書記長が言われたところは我々教

学部で議論してきたところの課題認識と共有でき

るところはあると思っています。議論の組み立て

方が、組合らしい組み立て方と、我々教学部とし

て課題提起するやり方が違いますので、部分的に

違うところはありますが、一致点はありますので、

業協の課題として位置づけて頂いたら、議論する

用意はあると考えています。 
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＜＜＜＜部部部部をををを超超超超えたえたえたえた連携課題連携課題連携課題連携課題のののの進進進進めめめめ方方方方についてについてについてについて＞＞＞＞                                                                                                         

（（（（木田委員長木田委員長木田委員長木田委員長））））我々は研究時間を確保することに

ついて、研究の中身は教育につながるわけですが、

とりわけもう一つ、学生事態から考えたら、初年

度教育でプラスアルファの授業を持たなくてはい

けない。オリエンテーションを豊かにしろとか。

この二つの矛盾をどうするかというときに、今は、

研究部と教学部が一緒にしながらといったが、実

は、今の学生実態を共通認識できるのであれば、

「ぐるみ」で行かなくてはいけない。教学部研究

部だけではない。学生部、キャリア、あるいはそ

れ以外。要するに今日副総長に来ていただいてい

ますし、業協でやりたいのはそこなのです。そし

て私たちは一時金につなげますが、そういうプラ

スアルファの仕事をしながら、ぐるみでかかると

いう事になれば、本当は科目が精選されていくの

です。そして、私の科目と他の先生の科目がひっ

つくという認識で、逆に言えば二人で打ち合わせ

する時間が必要になります。その為にゆとりがい

るという話です。あらゆる各部局が一つの課題を

みんなで認識し、あらゆる部局が動かなくてはい

けない。教員も職員も。これを認識して欲しい。

まさにそう言った体制が学園でつくれないか。 

 

（（（（薬師寺副総長薬師寺副総長薬師寺副総長薬師寺副総長））））委員長が言われているのは、そ

れぞれは専門のところが最初はつくらないといけ

ないが、それを実行するという段階でどういう調

整をして、統合的に実行していくような調整力、

政策力を業協のところで議論すべきだというのは

一つの論点になると思います。 

 

（（（（木田委員長木田委員長木田委員長木田委員長））））その為にも条件が必要だと言って

おきます。 

 

＜＜＜＜初年度教育初年度教育初年度教育初年度教育についてについてについてについて＞＞＞＞                                                                          

（（（（斎藤斎藤斎藤斎藤副委員長副委員長副委員長副委員長））））1 年次教育・初年度教育のシス

テムの問題として議論していますが、80年代まで

はプロゼミと語学と体育が同じスケールのクラス

で行われていました。これが学びの集団つくり、

生活での集団つくり、そして自治の集団つくりと

いうことで機能していた側面があります。ピア・

エデュケーションもそこから生まれて発展してき

た立命館システムだと私は思っています。学生層

の変化とか、価値観の違いとか、それらだけが原

因ではないですが、初年度教育の様々な問題が発

生している一つの原因ではないかと思います。だ

から 80年代に帰れとは言いませんが、そのシステ

ムの中に含まれていたエッセンスを今日に活かし

ていくという姿勢が大切であり、その為であれば、

これまで以上の努力を教育の面ですることにやぶ

さかではありません。そういうことを組合として

立場をわきまえながらですが、全学に提案してい

くとことについても、やぶさかではないです。率

直に現場の力に信頼をして下からの提起の議論が

できるように、喚起できるような理事会としての

提案をしていただきたい。 

 

（（（（佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事））））だから教育力強化予算

を確保して、学部執行部の副学部長中心の体制を

強化することで、この間やってきている訳です。

その中で、学部の議論でどのような学生を育てた

いかという議論をしっかりやっていただいて、例

えばＴＡやＥＳをつける形で、授業の構築をやっ

ていただくという議論を推進してきたつもりです。

結局はグレード制を取った時に、グレード制のメ

リットを取ったんですね。だから斎藤先生が言わ

れるところで、一定の別のメリットを捨てている

ということになれば、全学的に議論する価値はあ

ると思います。 

 

＜＜＜＜附属校附属校附属校附属校とのとのとのとの一貫教育強化一貫教育強化一貫教育強化一貫教育強化についてについてについてについて＞＞＞＞                                                                                                                 

（（（（本郷初等中等教育担当常務理事本郷初等中等教育担当常務理事本郷初等中等教育担当常務理事本郷初等中等教育担当常務理事））））附属校の問題

が出ましたので、その点についてお答えしておき

たいと思います。書記長がご指摘して頂いた点に

ついては我々も課題として認識しています。まだ

まだ現時点の到達度では不十分である。しかし、

10 年前と今日と比べてみると附属校出身生の相

対的な成果というものは、評価すべきところはき

っちり評価しなくてはいけない。 

全体として、GPAも高いものを出していますし、

難関試験などの合格率にしても、その中の中心的

な役割をかなり果たすに至っている。にも関わら

ず、なぜそのような問題が出てくるのかと言うこ

とです。到達度の達成については２つ要因があり

ます。１つは附属校の教員の意識がこの間変わっ

てきています。例えば宇治校のように自ら、

TOEFLのミニマムスタンダードを設定して、絶対

にこれはクリアーすると使命感に燃えた教育をや

っている。このような意識の高揚というものが子

供達にそのままストレートに反映されてきたとこ

ろは認めないといけない。もう１点は、我々大学

人の側が、従来と比較にならないぐらい附属校に

対して積極的に働きかけを学部単位で行ってきた。

学部の教員と附属校の教員とで忌憚のない意見交

換の場というものを多く設けられるようになった
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中で、お互いにそういう意識を共有してきたと言

うことが、非常にいい側面を生んできているので

はないか。 

しかし、附属校の生徒というのは、中学・高校

にしろ、かなり厳しい入試環境を乗り越えて入っ

てきているので、そういう意味では学力的な側面

で言えば、能力は何も遜色はない者が集まってい

るのに、大学に入ったら二極分化といわれるよう

に、一方で非常に問題視されるような子供がいる

と言われるのはなぜなのかです。一つは附属校側

の教員と大学の我々と双方が２点について検証し

なくてはいけないのではないか。一つは附属校の

教員も先ほど申し上げたように、確かな学力とい

っても基礎学力だけの問題ではない。いみじくも

今時立命館小学校の立ち上げに際して、我々は４

つの柱を提唱した。それは「確かな基礎学力」と

「豊かな感性」と「語学力をベースとした国際性」

と「高い倫理感」である。この４つのいずれが欠

けても、いずれに偏っても総合的な人間力は養わ

れない。そういう意味では先ほど言われていたの

はその通りだと思います。これは小学校だけの課

題ではない。中学・高校あるいは大学でも、我々

はそれができているかと言うことを自己検証しな

くてはいけない。もう１点は、先ほど出てきた課

題と重なるが、学生実態、特に学生のアンケート

から実感されるが、大学に入った時に転換期教育

がうまくいっていない。これは初年度教育の問題

だと思います。たしかに非常勤に対する依存度が

高いのも問題で、これでどうして立命館はアイデ

ンティティが到達できるのかと言うことはわかり

ます。しかし、例えば専任の教員が１回生教育を

担っている場合に附属校生にかかわらず、子供達

に対して本当に正当なあるべき教育が行われてい

るのか。つまりその前提の子供達に対する学力に

対する意識が正しいのかということをもう一度確

かめないといけない。中には 80 年代の高校生と

90 年代の高校生と今の高校生と同じだけの学力、

同じだけの知識、同じだけの感性を持っていると

言うふうに認識した上で、基礎演習なり研究入門

に取り組んでおられる先生もおられる。そこで完

全にミスマッチが起こってしまう。子供達は面白

くない、ついて行けない、だからやる意欲なく萎

えてしまう。結局流されるまま、こういったとこ

ろについて、もっと我々は今の子供達の感性、今

の子供達の能力、力というものを客観的にまず自

分たちの授業を運営する前提として認識されなく

てはならない。 

私は立場上、附属校の教員と話をする機会で言

っているのは、「あなた方そういう点で役に立って

くれないか」「附属校教員の役割は何も高３で卒業

させたら終わりではない」「大学まで含めて立命人

を育てるという意識に立ってくれないか」「一番高

校生の実態についてわかっているのはあなた方だ

ろう。なぜ我々に訴えてくれない」のだと「１０

年前のやり方では子供達はついて行けないと言う

ことをいって欲しい」。もっと言うならば、「自分

たちがしかるべきキャリアと能力を兼ね備えて、

その接続教育・転換教育をあなた方が担ってくれ

ないか」そういう訴え掛けをした。それが具体的

には今時、一貫教育推進本部を立ち上げさせて頂

き、そのもとに接続教育支援センターをつくり、

附属校の教員に対しては、研修員制度を設けて、

従来の特別研修とは違う、本当の意味で自らのキ

ャリアアップ、あるいは教育力の向上を目指した

研修を行うということをやってきた。いずれこの

ような形で、本当の意味で大学の教員と附属校の

教員が一体となってコラボレートして、我々が附

属校も、あるいは一般に入ってくる学生も含めて、

接続教育・転換期教育を担っていこうではないか

という体制が本当にできれば、立命館は学園とし

ての一貫教育の成果として絶対に日本で例を見な

いものになると確信しています。そのためにいろ

んな仕組みを今後作っていく。常に附属校の教員

側にもそのことを強く訴えていくことが必要だろ

うと考えます。 

 

（（（（宮井書記長宮井書記長宮井書記長宮井書記長））））大学の教員の側から言っても、各

学部でいろんなプログラムが走っていますが、相

互にすり合わせがうまくできていないので、ミス

マッチが生まれたりしています。ですから全学課

題として据えて次のプログラムの開発に進める方

向性について異論はない。その点については連合

として附属校の教員と組合の中で少し議論を深め

たい。 

（（（（木田委員長木田委員長木田委員長木田委員長））））今の附属校の話は、いい話だと思

いますが、なぜ中期計画に出ないのですか。私は

それが言いたいのです。しかも、附属校の情報が

ぜんぜん入ってこない。今みたいな情報が欲しい。

今度の中期計画でも座ってないですよ。我々は附

属校も含めて「ぐるみ」で生徒・学生を育てるか

です。そういう課題を堂々と小中高大院一貫の立

命館の「らしさ」として、今までやってきたこと

です。そういう課題を据えて欲しい。業務協議会

で提起して欲しい。 

（（（（本郷初等中等教育担当常務理事本郷初等中等教育担当常務理事本郷初等中等教育担当常務理事本郷初等中等教育担当常務理事））））中期計画には

充分それを盛り込んでわれわれ考えたつもりです。

それが響いていませんか。 

（（（（木田委員長木田委員長木田委員長木田委員長））））響いてない。響かないというのは、

もう言わないけども、これでは進まない。 

（（（（松井副委員長松井副委員長松井副委員長松井副委員長））））かなり実態の議論をしましたか
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ら、お互いに思いが一致しますよ。やっぱりその

議論を中期計画の中で座ってなかった。しかも各

学部との関係でも刺さっていません。 

（（（（高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事））））議論しましょう。APU

のことでもそうです。議論してわかっていくので

す。 

（（（（薬師寺副総長薬師寺副総長薬師寺副総長薬師寺副総長））））一つ一つ重要な課題について、

まず押さえながら、進めたらよいと思います。 

 

＜＜＜＜学生実態学生実態学生実態学生実態についてについてについてについて＞＞＞＞                                                                                                                               

（（（（松井副委員長松井副委員長松井副委員長松井副委員長））））総合的人間力は、佐藤教学担当

常務理事の言われ方はうまいと思います。この言

葉はいかようにも使える言葉でありますが、佐藤

教学担当常務理事の理解と私たちの理解と一緒の

ところはありますが、組合的には広い考えを持っ

ていますので、ここは議論がいると思います。抽

象的な議論をしても仕方がないですから、具体的

な課題の中で立命館が育てていく総合的な人間力

って何なのかは、正課だけではなく、学生生活総

体の中でどんなことをやっていく必要があるのか

をもう少し落とし込んだ議論をしないと、初年度

教育の議論につながっていかないと思います。ま

た教養の話も教養で切れてしまうと思います。 

もう一方で学生は教養だけでなく、外国語、専

門いろんなものの中でそれをどのように繋げて、

教育として見せてくれるのかを言っているわけで、

それぞれに必要なものと共通するものと、もう少

し議論がいると思います。本来で言えばキャリア

などでも人物問題で議論をはじめましたけれども、

教学としてのキャリア形成をどう考えるのかとい

う点で言えば、まだ総合的人間力と言うのは個別

の学生の力としては、いろんなところでなんとな

く言われていますが、学力としてあるいは大学人

として、そして社会人として出て行くときの力と

して、あるいはもっと広いものとしての議論はま

だ落ちていないと思います。 

 

（（（（佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事））））人間総体の力だという

のは正しい見方です。人間は機能的に切り離され

ては理解できません。その意味では総合人間力と

いう課題を掲げられて、そのもとに今の現場で見

られている実感のところを議論組み立てて行こう

という在り方は、議論形成の手段としては、私は

正しいと思います。ただ、そこのところでどのよ

うな形で、ちゃんと学生を世間に送り出せてやれ

るか、力をつけて送り出せてられるかを考える時

に、少しブレイクダウンして、どこの部署に何の

責任を持ってやるのかという議論をしないと、「総

合的人間力って大事だよね」で終わってしまうこ

とを危惧しているのです。ですからそこの議論は

そんなに違っていないと思いますが、立て方が違

うかなぁという話をした訳です。 

 

（（（（宮井書記長宮井書記長宮井書記長宮井書記長））））ブレイクダウンしていくことは解

ります。政策化して具体化していく上では、総合

的人間力が含んでいるいろんな要素をもっと細か

く具体化していかなくてはいけないというのは、

言われる通りです。ただ、あえて総合的人間力と

いっているのは、部の垣根を越えて認識が共有で

きるかというところで問題提起をしているので、

そういうものとして捉えてもらいたい。総合的人

間力は漠然とした話なので、いろんな人がいろん

な思いをこの言葉に込めることができるので、あ

えて学生実態と関わって認識を共有する、課題を

共有するプロセスは必要なのです。その為にも業

務協議会は必要です。 

 

（（（（佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事））））そういうことであれば

わかりやすい。 

 

（（（（高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事））））今の部を超えてという

のはわかりやすい。ただ、「ぐるみ」でやりたいと

委員長は言いましたが、教担が言われた総合的人

間力だけで終わってではなく、具体的な指標をた

ててやっていくことが今時の課題と思います。 

 中等に学んで欲しいとさっき言われたけども、

中等では１０何年前でいわゆる「生きる力」とか

そういう形でやってきた。それだけではいっこう

に進まないということの中で、具体的な指標をた

ててやってきている中で、一定前進した面がある

のです。 

 

＜＜＜＜大学院前期課程大学院前期課程大学院前期課程大学院前期課程＞＞＞＞                                                                                                                                                     

（（（（宮井書記長宮井書記長宮井書記長宮井書記長））））中期計画の中で大学院前期課程に

ついて触れられていない。これをどう位置づける

のか。どのような認識をもたれているのか説明し

て欲しい。ロースクールの話も出ていましたが、

専門職で資格と結びついているところは、やるこ

とははっきりしているので話しは判りやすいと思

うのですが、むしろ、既存の前期課程は、いろん

な機能を抱え込んでいて、この間の改革でかなり

すっきりはしてきたと思うのですが、高度専門職

養成の幅広い概念の中で、高度教養人のように機
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能を分化していこうという方向で各研究科で努力

し議論されている現状があります。そうしたとき

に、全学的に大学院前期課程はこういう機能があ

ることは一定程度整理できると思います。その様

に整理していくとおのずと全学的にサポートする

課題も見えてくるのではないか。私が思いつくの

は、やはりキャリア形成の支援です。前期課程出

たといっても、資格に結びつかないものについて

はやはり民間企業へ就職する話になります。院を

終了したということを一つのアドバンテージとす

るなど、単に各研究科で研究していればいいとい

う話ではないと思うのです。例えばの話ですが、

このように整理していけば全学的な課題も見えて

くると思うのです。現段階で前期課程についてど

ういう整理をさせているのか。どういう課題認識

をお持ちなのかお聞きしたい。 

 

（（（（佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事））））ザクッとした設計図と

しては、大学院の後期課程を研究部の所管にした。

後期課程は基本的には研究者養成の課題として適

切な再設計をする方向。その中で、前期課程を教

学部が担当する形で、ある意味では学部接続の６

年一貫教育の大学院を出るのも一方ではあります。

専門職大学院のような形でそこで２年間の教育モ

デルをつくる考え方もあります。そこのところは

まだ、稠密な議論ができていないのです。ある意

味では大学院の後期課程の再設計というか、地域

基盤方の博士を毎年 100人輩出の目標に、充分足

だけの大学院の後期課程をいかに設計するか。先

に学費を下げることを先行させ、しかも助教や助

手の制度を先行的に議論せざるを得なくなりまし

たので、大学院の次年度以降の定数再設定につい

てかなり厳しい議論がでると思います。その博士

の姿を共有してから、その博士にどのような形で

つなげる修士課程を各研究科・学部がマスターコ

ースとして上に積み上げたものを持てるか、ある

いは独立的なものをつくらなければならないのか、

という議論が柱なのではないか。今まだ、博士の

像がまだ全学的に充分共有されていない実態があ

りますので、そこについては、後ろに回している

状況です。ですから大学院の博士後期課程に関す

る答申については、この間議論進めていまして、

院懇にたいしては 11 月に回答すると言ってきた

のですが、それが助教とか助手とか、学費の再設

定とかがどんどん先行しましたので、結局まだ議

論を充分詰め切れていない。特にマスターについ

ては詰め切れていない。これも重要な課題です。 

 

（（（（宮井書記長宮井書記長宮井書記長宮井書記長））））どんな段取りで検討を進めていく

のですか。 

（（（（佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事））））それはもう私が言うも

のではないのではないでしょうか。 

（（（（薬師寺副総長薬師寺副総長薬師寺副総長薬師寺副総長））））いろんな機能を持っているとい

うのがかえって難しい。つまり極端に言ったら、

学部の接続で６年制が薬学でありますが、これが

全部に広がる話でもないが、ただ、理工系のマス

ターは今の技術の状況から見ると出なければおそ

らくだめになると思います。こういう言うタイプ

のものと、非常に専門化しているロースクール、

ビジネスとか専門職型になる部分と、いまある一

般的なものをどう見ていくのか、他の大学の研究

も含めて、研究テーマにしなくてはいけない。こ

れはおそらく 1 月、2 月で結論が出るものではな

い。ちょっと１～２年含めて、この方向性を持っ

て行かないと、どれ位の規模にするのか、どれ位

のものをうちとしての独自性を持ったものにする

か、かなり規模もマスターは大きくなってきてい

るし、かなりに詰めた議論をすべき時期に来てい

ると思っています。ただ、これはドクターのとこ

ろの議論とあわせて行かなくてはいけないので、

ちょっと先に我々はドクターを急いでいる。 

 

（（（（宮井書記長宮井書記長宮井書記長宮井書記長））））これを議論する体制で言えば、大

学院部を解消し、前期課程は教学部。従来でいけ

ば大学院の話は大学院部会議でつめて、教員の関

係で院も独立してあったわけですが、今はそれが

教対会議で一本化している。マスターに関する課

題は重要であるとすれば、今のような体制で議論

は回るのでしょうか。 

（（（（佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事佐藤教学担当常務理事））））教対会議はなかなかい

いですよ。学部執行部のところが、大学院課題を

議論し、大学院の担当主事が学部の抱えている課

題と連動させながら議論ができる体制を組んだの

は、私は正解だったと思います。もちろん、教対

会議で全てを片付けようとすると大変なので、た

ぶんこれはワーキンググループをつくるなどして

そういう話になるだろうなと思うのですが、それ

について私が見通しをここで語っていいとは思っ

ていません。 

 

（（（（宮井書記長宮井書記長宮井書記長宮井書記長））））全学協がひかえていますので、院

生連合協議会の関わりで提起されている問題です

ので、早急にどのような方向性で検討していくの

か提起すべきだと思いますので、ぜひお願いしま

す。新体制の引継ぎの課題でもある。 
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◎◎◎◎研究課題研究課題研究課題研究課題                                                                                                                     

（（（（宮井書記長宮井書記長宮井書記長宮井書記長））））この間、研究部三役との懇談会を

もち意見交換をし、先日だされた研究高度化の為

の施策に関しても幾つか質問をし、理解が深まっ

たと思います。副総長交渉の場でありますので、

細かいとことは省き、いくつか絞って伺います。 

一つは、研究を共同化していく中で、個々の教

員が自発的な研究を進めていく、活性化していく

ときに、どのような組織を単位としていくかとい

う大事な問題があります。組合としては、学部を

はじめとする教学機関が研究の共同化の単位にな

らないといけないというビジョンを懇談会の時も

提示してきた。それは決して分野をまたがる有効

的な研究を否定するものでも、研究所の活用を否

定するのでもありません。なぜこのようなことを

言うのかと言うと、研究は単に研究の為にあるの

ではなく、教学を高度化する前提でもありますの

で、研究の成果を直接的に教学に反映させる点で

は、教学機関である意味はあるだろうと考えます。

大まかに言えば各学部には専門化が集まっている

わけですから、相互に批判し、相互に助け合い、

行政とか科目負担も含めて。実はこれはこれまで

も各学部で多かれ少なかれやってきたことです。

各学部にある研究委員会が事務的なことだけでは

なく、学部としての研究戦略とか個々の教員を支

援する計画とかを立てていく見方もできます。全

学で支援するとした場合、そういうものを念頭に

置いた上で、使いやすい制度ができないかと考え

ています。この点についてどう考えておられるか。 

二点目は、研究支援の体制です。前期から研究

コーディネイターを提起していますが、研究を支

援する専任職員ということで、こちらとしてはイ

メージしていましたが、先ほどのビジョンからす

ると、一つは学部単位の研究の共同化において必

要な支援機能があります。これは誰が担うのかと

いう問題があり、色々議論があるとは思いますが、

機能が必要であることはいえると思います。もう

一つは、分野横断的な共同研究を軽視しているわ

けではなくて、これを進めていく上で、とりわけ

理工リサーチオフィスの経験を人文社系のところ

に応用できないかと前回でもお話しました。そう

言ったものを担う機能、機能だけで言えば分けら

れるのではないかと思います。このあたりの検討

状況はどうなっているのかです。 

研究面の国際化の課題に関わってですが、グロ

ーバルリサーチネットワーキングコア構想と国際

連携共同研究室を拡充するということがその１文

書に出ていましたが、これらがどのような連携つ

ながりがあるのか、素朴な疑問としてあります。

研究高度化を図る具体的な施策と密接に関連して

いると思いますので伺いたい。 

最後に、平和と民主主義の教学理念を掲げてい

るわけですから、これを教育と研究における特色

として手がかりにしなくてはいけないと思ってい

ます。そうすると、中期計画の中に国際平和ミュ

ージアムの教育研究機能を強化するということに

ついて賛同できます。とりわけ、研究を高度化し

立命館らしい研究を進めるという課題として、こ

の問題を正面に据えることができないものか。ど

うも必ずしも研究部でこの問題を取り扱っている

わけでもないようです。問題の位置づけとしては

学園の社会的な貢献の問題として扱われているよ

うですが、本当にそれだけでよいのか。むしろ研

究課題として取組むべきだし、複数の部課にまた

がって行われるのであれば、それこそ全学またが

った検討体制を考えなくてはいけないと思うので

すが、この点についてどうなのか。 

 

（（（（川村副総長川村副総長川村副総長川村副総長））））第一点目の研究の活動の単位につ

いては、私は書記長のおっしゃる通りで、学部が

研究の単位として集団として引っ張っていくべき

だと認識しています。ですからその中で今までも

お話があったように、今でもそういう形で進んで

いる事実はあると思います。我々が直面している

のは、それをもう一段階みんなで頑張って、あげ

ようと、教育についてもやはり研究力のある集団

などの教育は非常に迫力があります。先生が「こ

れは自分が関係してつくった政策だ」と少しでも

学部教学で語れば、学生が細かいところをわかっ

ていなくても、学生は感動します。それが大事で

す。研究の高度化というのは、必ずしもドクター

の学生、マスターの学生の直接的な大学院の教育

だけでないと考えていく方がいいと私は考えてい

ます。学部や研究科のところで、どんどん研究の

グループとしての政策、方針を作ってもらって、

それを大学全体で議論する方が、場合によっては

融合性とか、必要であればそういうこともやれば

いい。むしろ、研究部はそういう橋渡しをするよ

うなことをやっていくのが一番よいのではないか

と思います。 

それから 2点目は、コーディネイター。これは、

前回も話があって基本的には各種のコーディネイ

トは必要と私は思っていることを前回お話しまし

た。これは人文社会学の分野と自然科学と対比す

る必要もなく、自然科学の分野でもこれからの新

しい発見は、分野の融合の中からしか生まれない

のではないかと極論する人さえ最近は多く見受け



 15 

られるぐらいで、単独の分野だけでは、なかなか

面白いテーマは生み出されにくいと言うことです。

それで、人文社会科学のところですこし限定しま

すと、単にこちらの先生がこんなことしています

よ、あちらの先生がこんなことしていますよと言

う情報を持ち歩いて、そこで紹介するだけであれ

ば、さほど重要ではないと思います。むしろ中身

が相当よくわかって、分野の特性が何なのか、も

っと言えば先生の個人の特質もよくわかって、こ

ういう分野を融合すれば新しいものが生み出され

るのではないかと言うことが、本来は見えるよう

な人がコーディネイトしないと、下手に橋渡しさ

れても、逆にマイナスになることもあります。こ

の辺りを理工系の場合は割りと方法論が似ていた

り、整理しやすいこともあって、比較的容易な面

もあるかもしれません。ところが人文社会科学の

分野、人文社会学を一くくりで言うと、いろんな

先生からお叱りを受けるかもしれませんが、個々

にいろいろあると思います。その中でぜひこうい

う能力のこういう人がいいのだと、組合の方から

も提案してもらわないと。もっと極端なことを言

えば、こんな具体的な人がいるけれどうちでは採

用できないのかということを研究部に提案しても

らったらいいと思います。これは私個人でも研究

部でもなかなか私が言ったようなレベルのコーデ

ィネイターが世の中にどういうふうに存在して、

どう我々がアプローチしていって、こちらへ呼び

かけてくるのか、そこを考えなくてはいけないと

我々は認識しています。これは今後とも議論を進

めたいと思っています。 

それから 3 番目ですが、これはグローバルリサ

ーチネットワークコアと称していますが、これは

一つの結果像ですね。ですから、将来の我々が研

究高度化し、世界的な存在感を持ったときにはこ

うなっているだろうと、一つの像であるとご理解

ください。したがって、結果と手段と目的を混同

しないように議論すべきです。国際連携共同研究

室、これは一つの手段です。こういう一つの手段

を通じて 5 年後ぐらいを目処にグローバルリサー

チネットワークコアに我々としては近づきたい、

実現したいということです。国際連携共同研究室

については、他の文書にいろいろありますからそ

ちらをご覧ください。 

それから 4 点目は平和研究があまり見受けられ

ないという指摘ですが、これは文書の中では、こ

れを重点的な研究にするということはまだ出てい

ないかもしれませんが、研究部の一定議論の中で、

本学の一つの可能性としては議論の俎上に載って

います。そのときに、平和研究という領域の定義

をどうするかという問題はあるが、既に自分は平

和研究をやっているという方もたくさんいると思

いますが、ポイントは大学としてどう位置づける

かと言うことだろうと思います。これについては、

まだ結論には至っていませんが、非常に重要なテ

ーマだと思います。ただ、これは切り出し方をど

のような平和研究をするかについて、いろんな工

夫や知恵が必要だろうと思います。それについて

は今後とも議論を進めていけばいいと私は考えま

す。 

 

＜＜＜＜平和研究平和研究平和研究平和研究についてについてについてについて    そのそのそのその１１１１＞＞＞＞                                                                                         

（（（（高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事））））平和ミュージアムを担

当しているものとして一言。春の平和ミュージア

ムの評議委員のときには、平和教育、平和研究に

ついてどうするかということで、一定議論はして

います。ただその範囲で教学部と連携しなくては

いけないと議論になっています。一つは、副総長

が言われたように、ご自分のテーマに関してその

領域での研究と言うのはあるが、その範囲では、

教養教育との科目として存在しているのですが、

先ほど書記長が言われたような意味で、ミュージ

アムは教学機関ではありませんので、そのような

制約で、どういう形で集約していくか。つまりプ

ロジェクト型の平和研究を押し出すとしても、コ

アとしての責任を持つ主体をどう考えるかという

側面の問題と、もう一方では、平和教育の側面で

すが、教養教育だったり、立命館学だったり、そ

ういうような導入教育や立命館アイデンティティ

とも関わりますが、そことの側面で平和教育をど

うしていくかを考えるときに、課題としては存在

している。それを検討していかなくてはいけない。 

 

＜＜＜＜研究共同化研究共同化研究共同化研究共同化のののの単位単位単位単位についてについてについてについて＞＞＞＞                                                                                                                                 

（（（（木田委員長木田委員長木田委員長木田委員長）研究を高度化、推進していくため

の基礎的単位は学部。我々はそこだけにこだわっ

ているわけではないですが、学部を基礎単位とし

た場合、教育は企画委員会があって目標を立てて

推進し、状況を把握しています。研究委員会はあ

りますが、もし研究高度化するならば同じような

形で、しかも学部で教育・研究・行政の３つを一

体として学部が進める。先ほどの教学課題は逆に

全学が壁を超えてやる必要があります。研究課題

に関しては学部でかなりきめの細かい取り組みを

進める。もしこれを OK とされるのであれば、コ

ーディネイター。共同研究室がありますが、おそ
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らく学部ごとに違うのではないか。あるいは研究

の内容で、研究委員会の委員と職員スタッフがど

のように共同化するかを考え、二つの機能を併せ

持ったものを研究コーディネイターと考えると、

学部ごとの研究高度化させるための条件を全学で

一致して学部でという発想もできます。若手の教

員では研究時間の問題で、先ほどの教学的な発想

で解決を図るのもあれば、時間をつくるための、

研究専念教員とかを学部で判断させてはどうか。

学部では教育、研究、行政、コマ、あるいは時間

を総合的に判断して、研究時間を捻出することも

できるのではないか。学部単位であればやりやす

いと思う。そのような問題を真剣に考えないと研

究高度化はできない。そのような可能性について

研究コーディネイター含めて提起できないか。 

 

（（（（川村副総長川村副総長川村副総長川村副総長））））最初に書記長が言われたように、

研究を推進する単位を学部や研究科だけでなくて、

研究所もあれば、いろんなやり方が私は必要だと

思います。そいう言う意味で最初の発言は大賛成。

つまり、研究所だけが研究をするという考え方は

逆に反対です。学部や研究科がありその中で研究

政策を練る。そこで練ってもらわないとある種の

時間を生み出す話とカリキュラムの兼ね合いの中

で時間割をつくるのですから、そういう話は学部

で教育の単位と切り離してはできない。だから当

然その中で研究政策の戦略的なものを練ってもら

わないといけない。そういうことは基本的には今

後もいろんな話を進めていきたいと思います。そ

れから研究委員会等の組織のあり方についてのご

意見は確かにあったことは承ります。そういうこ

とは、これから検討は必要だろうと思います。い

ろんな情報が入りやすく出やすい、発信しやすい

機能についてはよりよいものを求めることは今後

ともあります。委員長の話は連続的につながって

いますが、私はそうとは思っていない。そこは一

定の方針と制度の作り方。言いましたようにある

種の戦略的なこともあれば、手段もあれば目的な

ど、いろんなことを切り分けてやる必要がある。

 

 

＜＜＜＜平和研究平和研究平和研究平和研究についてについてについてについて    そのそのそのその２２２２＞＞＞＞                                                                                                                             

（（（（慈道国際戦略本部長慈道国際戦略本部長慈道国際戦略本部長慈道国際戦略本部長））））先ほどの平和研究に関連

して、組合から言われているように平和ミュージ

アムに平和研究を進めないといかん、それはその

通りだと思います。私は平和の課題というのを研

究と同時に、もう一方では、研究活動そのものを

通じてその国際的な人的交流とか協力関係を作り

上げていくと言うことが、やはり平和の構築に対

して重要であるという側面も見ておく必要だと思

います。だから、コリア研究センターや東北アジ

ア研究センターが作られたり、もっといろんな形

の国際的な共同研究が行われている。その中でど

ういう研究テーマでどういう協力環境をつくるこ

とが本当に相互理解と国際的な協力関係をつくれ

るのかと、こういうことはやはり真剣に考えなく

てはいけないと思います。教育の協同プログラム

も同じです。だから中期計画の中でいろんな拠点

をつくるとか書いていることを箱物だと言うふう

に捉えないでほしいのです。私たちはそういう国

際的な協力環境をつくるために、まさに大学とし

て研究を通して協力関係をつくることを本格的に

やらないといかんと言う考えがあるから、そのよ

うなことを出しているわけで、それこそが平和の

基礎だと思います。そういう協同環境があってこ

そ平和というのは構築できるのだと思います。だ

から平和に対する研究だけでなく、いかに平和的

な関係を我々は大学の教育や研究を通じて作り上

げるのか、これは国際協力事業も同じことです。

だからそういう側面でぜひ、中期計画で書かれて

いる拠点形勢の課題なども捉えてほしいです。 

 

＜＜＜＜研究時間創出課題研究時間創出課題研究時間創出課題研究時間創出課題についてについてについてについて＞＞＞＞                                                                                                  

（（（（宮井書記長宮井書記長宮井書記長宮井書記長））））平和の問題に望む態度を明確にす

る意味で、教育基本法についてどう考えるかもや

はり避けて通れないと思います。それだけは言っ

ておきたいと思います。 

研究時間創出については、検討委員会を作ると

いうことが文書に書かれていたと思います。これ

は研究部が責任を持って進めるということなので

しょうか。ただ課題としては当然教学部の課題と

重なりますよね。 

 

（（（（川村副総長川村副総長川村副総長川村副総長））））当然、教育に関わるところは研究

部だけでは完結できません。それは教学部と調整

しなくてはいけません。それ以外のことでもし研

究部で検討できて、時間の捻出。例えば、年間に

1000 時間研究時間があったとして、細切れとし

てあるのと、まとまってあるのでは、研究時間の

質が違うわけですね。そのことをどういうふうに

保障するかをいろんな細かいアイデアや工夫が当

然あると思います。そのことがもし、単独に研究

部でいろんな議論ができるのであればやりたい。
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ただ申し訳ないですが、これについてはまだ具体

的には進んでなくて、それ以前の課題の「その１

文書」から「その２」と順番に来ていますから、

その段階にあると言うことです。 

 

（（（（薬師寺副総長薬師寺副総長薬師寺副総長薬師寺副総長））））サポート体制のことがまさに予

告どおりに議論されているので、その後、サポー

ト体制の議論の文書が今後つくられていくと思い

ます。その中の課題の段階で、次のものに当然、

具体的に時間をどうしていくのかという課題が浮

かぶと思いますので、その点は全体として引き継

ぎたいと思います。 

 

◎◎◎◎まとめまとめまとめまとめ    ～～～～業協業協業協業協のののの開催開催開催開催とととと一時金議論一時金議論一時金議論一時金議論                                                                     

（（（（宮井書記長宮井書記長宮井書記長宮井書記長））））今日の話は組合としてあらためて

整理して、どこまで課題が一致できてどこが違う

のか整理し、また理事会側とも折衝していきたい。

その上で業務協議会に向けて話をしていきたいと

考えています。再度ですが、私たちのスタンスを

言わなければなりません。情勢論議、学園と教育

研究課題、処遇の問題とりわけ一時金の問題は切

り離しては議論ができません。今日は教育研究課

題が中心になりましたが、その中には単に教職員

の労働の負担という観点から見れば、相反する方

向の提起が含まれています。一方では負担を軽減

するという話で、一方ではきめ細かい教育を進め

る、あるいは高校の先生と密接な連携と取るなど、

むしろ負担を増大させる提起も含まれています。

これは、一般の教職員から見ると「組合は何をし

ているのか！」と出てくるぐらいの話だと思いま

す。しかし私たちはそのような事もあえて言って

います。つまり、本日の問題提起は純粋に立命館

学園における「学びと成長」の線上の問題点を解

決する。あるいは「学びと成長」をもう一段高い

水準に引き上げるために何が必要なのか。この観

点から提起しています。つまりこのような提起を

することは、教学改善とか研究高度化に向けた教

職員の並々ならぬ決意の表明だとぜひご理解願い

たい。私たちは、具体化していない課題もありま

すから、これから議論していきますが、少なくと

も真剣に議論することを具体的な話をしながら言

おうとしているのです。ですからこの私たちの姿

勢に対して、次は理事会側がどういうふうに答え

てくれるのかです。当然、今日の問題提起を引き

取って具体化することは約束してもらわないとい

けないし、来年の体制に引き継いでもらわないと

いけない。しかし、一時金カット問題やガバナン

ス問題、総長選任など最初にお話したことによっ

てもたらされた教職員の理事会に対する不信感。

これが横たわったままでは、まじめな議論に深く

入っていけないのが現状です。まず理事会側は、

そういう不信感を払拭するために何ができるのか

を真剣に考えてください。 

第一の手始めとして、ぜひ制限のない業務協議

会の開催を求めます。 

 

（（（（高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事））））業協をどのような形態

で開催するかという事に関しては、事務折衝を通

じて、今日の評価・総括を踏まえて明らかにして

いきたいと思います。基本的な姿勢については、

今日の議論の成果が具体的に、今組合は「並々な

らぬ決意をこめて」と言っているし、かつその決

意は、組合員の諸要求とすれば相互に矛盾するも

のも含んでいる。しかし、研究教育を前進させて

学生の学びを保障していくために新しいステージ

の議論に入りたいという決意については、評価を

したいと思います。それを前提にしながら 1 月の

業務協議会がどうできるか。できるのかどうか含

めて事務折衝を。 

（（（（木田委員長木田委員長木田委員長木田委員長））））できるかではないでしょう！ 

（（（（高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事））））努力をすると言ってき

たでしょう！ここで今やるやらないという話では

ない。 

（（（（木田委員長木田委員長木田委員長木田委員長））））やるって言ったでしょう。 

（（（（高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事））））事務折衝の中でやりま

しょう。それからもう一点は、今並々ならぬ決意

の中でいろんな矛盾を含んでいると言われたけど

も、いわば、一時金問題について我々は回答済み

であります。したがってこういう問題は一時金の

せいでモチベーションが下がっているといわれて

いるが、一時金カットでモチベーションが上がる

とは思いませんが、しかし、今までこの教学課題

で議論してきたようなことについては、一時金の

問題がなかったら進んでいたのか。今までの議論

の中で進んでこなかったのであって、一時金のせ

いにする必要は無い！したがって、一時金問題に

ついては、我々は回答しつくしていますので、そ

のことについては再回答ということはありえない

ということです。 

（（（（木田委員長木田委員長木田委員長木田委員長））））必要な課題はどうするんだ！課題

が進まないよ！業協をつぶすきか！ 

（（（（高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事））））そんなことはない。業

協をやる方向で努力すると言っているでしょう。

労働条件その他の問題については当然関わってき

ます。これだけの相互に矛盾するようなことにつ

いても覚悟を決めていると。しかし、その事は一
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時金問題に直接結びつくものではない。さまざま

な労働諸条件には結びつくと考えています。 

（（（（木田委員長木田委員長木田委員長木田委員長））））ではどう説得するのか！我々は課

題をここまで誠意をこめてやってきた！しかし一

時金は変わりません！それだけか！ 

（（（（高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事））））我々は誠意をこめて議

論します。一時金を前提にしているわけではない

でしょう。 

（（（（木田委員長木田委員長木田委員長木田委員長））））一時金が一番のきっかけではない

ですか！そんなことはわかっているでしょう！今

課題の重要性をお互い認識したら、どうやって進

めるのか！ 

（（（（高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事））））後は事務折衝で詰めま

しょう。 

（（（（木田委員長木田委員長木田委員長木田委員長））））業協はやるんですね！期日はっき

りしなさいよ！ 

（（（（高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事））））事務折衝の中で具体的

に議論していますよ。 

 

（（（（宮井書記長宮井書記長宮井書記長宮井書記長））））事務折衝で詰めますが、今日組合

が提起した諸課題というのは、現場の教職員が本

当にきめ細かな実践を積み上げていかないとでき

ない話なのです。抽象的な言い方にはなりますが、

教職員の奮闘が、今言った課題には不可欠なので

す。このような現場の教職員の奮闘に答える処遇

のあり方は、きちんと真剣に考えてください。 

（（（（高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事高杉総務担当常務理事））））現場の教職員の今後の

奮闘にこたえる処遇のあり方については、議論し

ます・・・。 

（（（（薬師寺副総長薬師寺副総長薬師寺副総長薬師寺副総長））））業協に向けて我々は具体的な準

備をすると言って、実際今日ここまでやってきま

した。今日の副総長懇談会は一つの情勢論議から

始まって、まだ詰めなくてはいけないものもある

し、議題整理もあると思いますが、その一定の共

通認識というのは深まったと、私は明日の常任理

事会にこのことを報告します。責任を持って。そ

れとあわせて、今日皆さんに最初に紹介していな

いけれども、我々の課題を再度一からやるのでは

なく、今日どう言う議論になっていたかを実際に

見てもらうために次期副総長、次期教担理事にも

参加してもらっています。これは我々がこの業協

に向けての準備をどういう姿勢で捉えているかと

いうことの一つの証だと思ってもらったら結構で

す。その上で、年内にできること、それから年明

けにできることをつめて、まだ私はつめることが

あると思います。そのつめた上で業協に向けて

我々はさらに準備を進めていきたいと思っていま

す。これは今日の段階で責任を持って言います。 

 

（以上） 

 

 

組合組合組合組合書記局書記局書記局書記局のののの年末年始年末年始年末年始年末年始のごのごのごのご案内案内案内案内 
 

12月 26日（火）は終日清掃になるため、緊急の要件を除き書記局業務は行いません。 

ご注意ください。 

 

年明けの書記局業務は、1月 9日（火）からになります。 

 

 

※ 「ゆにおん」や運動の進め方についてご意見ご感想をお寄せください。 

  今回の副総長・教学担当常務理事交渉のご意見・ご感想を最寄りの職場委員、執行委員にお伝

え願うか、もしくは組合書記局（andok@st.ritsumei.ac.jp  FAX（内線）：（衣笠 511）－2789 

（外線 FAX）075-465-8201）までお寄せください。 

 


